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　は問い合わせ先です 

公
職
選
挙
法
が
改
正
さ
れ
、
３
月
１

日
か
ら
郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票

の
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
た
と
と
も
に
、

「
代
理
記
載
制
度
」
が
新
た
に
創
設
さ

れ
ま
し
た
。

■
郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
の

対
象
者
を
拡
大

介
護
保
険
上
の
要
介
護
者
で
、
介
護

保
険
の
被
保
険
者
証
に
要
介
護
状
態
区

分
が
「
要
介
護
５
」
で
あ
る
方
と
し
て

記
載
さ
れ
て
い
る
方
が
、
新
た
に
郵
便

な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

投
票
の
際
は
、
不
在
者
投
票
が
で
き

る
方
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
「
郵
便

等
投
票
証
明
書
」
が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
、忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
で
の

「
代
理
記
載
制
度
」
を
創
設

●
対
象
と
な
る
方

①
身
体
障
害
者
福
祉
法
上
の
身
体
障
害

者
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
に
「
上
肢
ま

た
は
視
覚
の
障
害
の
程
度
が
１
級
」
で

あ
る
方
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
方

②
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
上
の
戦
傷
病

者
で
、
戦
傷
病
者
手
帳
に
「
上
肢
ま
た

は
視
覚
の
障
害
の
程
度
が
特
別
項
症
か

ら
第
２
項
症
ま
で
」
で
あ
る
方
と
し
て

記
載
さ
れ
て
い
る
方

●
手
続
き
方
法

「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
申

請
に
加
え
、
あ
ら
か
じ
め
「
代
理
記
載

の
方
法
に
よ
る
投
票
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
方
で
あ
る
こ
と
の
証
明
手
続
き
」

と
「
代
理
記
載
人
と
な
る
べ
き
方
の
届

け
出
手
続
き
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

M
市
選
挙
管
理
委
員
会

0
２
２
―
１
３
１
５

市
で
は
、
開
か
れ
た
市
政
の
推
進
を

目
指
し
、
市
民
の
市
政
参
加
の
促
進
と

市
政
の
透
明
性
・
公
平
性
向
上
を
図
る

た
め
、
４
月
１
日
、「
審
議
会
等
の
会

議
の
公
開
に
関
す
る
指
針
」
を
定
め
ま

し
た
。

■
指
針
の
主
な
内
容
（
原
則
）

●
対
象

市
民
や
学
識
者
な
ど
が
構
成

員
と
な
っ
て
設
置
さ
れ
た
審
議
会
、
懇

話
会
、
委
員
会
な
ど
が
対
象
で
す
。

●
公
開
の
基
準

審
議
会
な
ど
の
会
議

は
原
則
と
し
て
公
開
し
ま
す
。

●
公
開
す
る
審
議
会
の
周
知
方
法

審
議
会
な
ど
の
長
が
公
開
す
る
と
決

定
し
た
会
議
は
、
時
間
や
場
所
、
議
題

な
ど
を
明
記
し
た
お
知
ら
せ
を
、
会
議

開
催
の
７
日
前
ま
で
に
市
庁
舎
や
各
地

区
公
民
館
の
掲
示
板
に
掲
示
し
ま
す
。

●
傍
聴
手
続
き

傍
聴
を
希
望
す
る
方

は
、
お
知
ら
せ
に
明
記
さ
れ
た
申
し
込

み
期
日
ま
で
に
、
指
定
の
部
署
で
申
し

込
み
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

M
総
務
課
0
２
２
―
１
３
３
１

該
当
さ
れ
る
方
は
お
早
め
に
交
付
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
（
対
象
者
は
昨
年

と
変
更
あ
り
ま
せ
ん
）。

■
該
当
さ
れ
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
「
１
級
」「
２
級
」

お
よ
び
「
３
級
」
を
お
持
ち
の
方

②
療
育
手
帳
「
Ａ
」
を
お
持
ち
の
方

③
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
「
１
級
」

を
お
持
ち
の
方

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳「
１
級
」

お
よ
び
「
２
級
」
を
お
持
ち
の
方

※
た
だ
し
、施
設
入
所
者
は
除
き
ま
す
。

■
利
用
で
き
る
タ
ク
シ
ー
会
社

白
石
タ
ク
シ
ー（
0
２
６
―
２
１
５
４
）

菊
地
タ
ク
シ
ー（
0
２
６
―
３
１
２
１
）

観
光
タ
ク
シ
ー（
0
２
６
―
２
１
８
１
）

東
日
本
ひ
ま
わ
り
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
0
２
４
―
２
５
２
６
）

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
特

別
児
童
扶
養
手
当
証
書
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
の
い
ず
れ
か

■
申
請
期
間

４
月
１
日（
木
）〜

※
随
時
受
け
付
け
ま
す
が
、
申
請
が
遅

れ
る
と
１
か
月
単
位
で
助
成
券
の
交
付

枚
数
が
減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
場
所

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉

係
（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
ま
た
は

市
庁
舎
１
階
総
合
窓
口

M
福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

0
２
２
―
１
４
０
０

〜
目
指
そ
う
！
男
女
共
同
参
画
〜

こ
の
計
画
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分

野
で
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
目

指
し
、
未
来
が
よ
り
希
望
の
持
て
る
社

会
に
な
る
よ
う
、
①
社
会
全
体
②
地
域

③
家
庭
④
教
育
・
学
習
⑤
職
場
の
５
分

野
で
目
標
を
掲
げ
、
施
策
の
方
向
や
項

目
な
ど
を
示
し
た
も
の
で
す
。

詳
し
く
は
、
今
月
号
の
広
報
と
一
緒

に
配
付
し
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

M
男
女
共
同
参
画
課
（
ふ
れ
あ
い
プ
ラ

ザ
内
）

0
２
２
―
６
０
２
５

一
般
利
用
（
有
料
）
や
障
害
者
と
の

交
流
、
各
種
社
会
福
祉
活
動
な
ど
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
（
減
免
制
度
あ
り
）。

○
利
用
時
間

８
時
30
分
〜
21
時
ま
で

（
土
・
日
・
祝
日
も
利
用
で
き
ま
す
）

○
ふ
れ
あ
い
室

集
会
、会
議
な
ど
に
利
用
く
だ
さ
い
。

○
陶
芸
工
房

電
気
窯
、
土
練
機
、
ろ
く
ろ
な
ど
各

種
陶
芸
機
器
が
そ
ろ
え
て
あ
り
ま
す
。

○
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
プ
ラ
ザ
や
ま
ぶ
き
（
南
町
）

0
２
６
―
２
２
４
３

固
定
資
産
課
税
台
帳
や
縦
覧
帳
簿
が

税
務
課
窓
口
で
閲
覧
・
縦
覧
で
き
ま
す

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画

「
め
ざ
そ
う
プ
ラ
ン
」を
策
定
し
ま
し
た

福
祉
プ
ラ
ザ
や
ま
ぶ
き
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

郵
便
な
ど
に
よ
る

不
在
者
投
票
が
変
わ
り
ま
す

平
成
16
年
度

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
を

「
白
石
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
」に
改
称
し
ま
し
た

市
民
が
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
親
し
む
環

境
作
り
を
図
る
た
め
、
４
月
１
日
か
ら

勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
を
「
白
石
市
ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
」
に
改
称
し
、
よ
り

利
用
し
や
す
い
制
度
に
改
め
ま
し
た
。

●
名
称
が
変
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、

よ
り
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
す
！

①
開
館
日

従
来
は
休
館
し
て
い
た
月

曜
日
や
祝
日
の
翌
日
も
開
館
し
ま
す
。

休
館
日
は
、
12
月
29
日
か
ら
１
月
３
日

ま
で
の
み
に
な
り
ま
す
。

②
開
館
時
間

従
来
の
日
曜
日
は
、
17

時
ま
で
の
開
館
で
し
た
が
、
今
後
は
、

す
べ
て
の
開
館
日
で
21
時
ま
で
開
館
し

ま
す
。

ま
た
、
開
館
を
８
時
30
分
か
ら
と
30

分
早
め
、
午
後
の
利
用
開
始
も
正
午
か

ら
と
１
時
間
早
め
ま
し
た
。

③
使
用
料

従
来
は
、
雇
用
保
険
の
被

保
険
者
と
一
般
、
２
通
り
の
料
金
体
系

で
し
た
が
、
低
料
金
の
方
に
料
金
を
一

本
化
し
ま
し
た
。

M
白
石
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

0
２
５
―
１
５
３
６

ポ
プ
ラ
作
業
所
を

「
小
規
模
通
所
授
産
施
設
ポ
プ
ラ
」に
改
称
し
ま
し
た

ポ
プ
ラ
作
業
所
は
、
通
所
す
る
精
神

障
害
を
持
つ
方
に
作
業
指
導
や
生
活
訓

練
を
行
い
、
社
会
復
帰
の
促
進
を
図
る

た
め
、
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
隣
接
し

て
整
備
し
た
施
設
で
す
。
平
成
14
年
度

か
ら
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
白
石
う
ぐ
い
す

会
に
管
理
運
営
を
委
託
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
よ
り
き
め
細
や
か
な
就
労

指
導
の
実
施
を
目
指
し
、
４
月
１
日
か

ら
、
ポ
プ
ラ
作
業
所
を
精
神
保
健
福
祉

法
に
規
定
す
る
「
小
規
模
通
所
授
産
施

設
」
に
変
更
し
、
名
称
も
「
小
規
模
通

所
授
産
施
設
ポ
プ
ラ
」に
改
め
ま
し
た
。

今
後
は
、
国
の
補
助
を
受
け
な
が
ら

安
定
し
た
施
設
運
営
を
図
り
、
常
勤
ス

タ
ッ
フ
の
充
実
な
ど
に
よ
り
、
一
層
の

事
業
の
充
実
を
目
指
し
ま
す
。

M
健
康
推
進
課
0
２
２
―
１
３
６
２

白
石
市
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
が

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た

４
月
１
日
、
市
健
康
セ
ン
タ
ー
１
階

保
険
課
事
務
室
内
に
「
基
幹
型
在
宅
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー
」を
開
設
し
ま
し
た
。

●
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

と
は
？

在
宅
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
や

そ
の
ご
家
族
の
皆
さ
ん
に
、
介
護
に
関

す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
り
、
総
合

的
な
相
談
に
応
じ
ま
す
。

ま
た
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ

ス
に
関
わ
る
施
設
と
の
連
絡
調
整
を
図

り
、
現
在
市
内
に
２
ヵ
所
あ
る
地
域
型

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
（「
茶
園
」

と
「
八
宮
」）
を
統
括
す
る
役
割
も
担

っ
て
い
ま
す
。

●
相
談
は
24
時
間
体
制
で
対
応
し
ま
す

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
！

介
護
に
関
す
る
こ
と
や
、
高
齢
者
福

祉
に
関
す
る
悩
み
や
ご
相
談
が
あ
り
ま

し
た
ら
、お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

M
市
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

0
２
２
―
１
３
６
１（
保
険
課
と
共
用
）

白
石
市
介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
が

旧
刈
田
病
院
跡
地
内
西
側
に
完
成
し
ま
し
た

ぬ
く
も
り
の
あ
る
銅
板
葺
き
の
屋
根
に
覆
わ

れ
た
白
石
市
介
護
予
防
セ
ン
タ
ー

（
旧
刈
田
病
院
跡
地
内
西
側
）

▲

高
齢
者
の
健
康
増
進
と
要
介
護
状
態

へ
の
予
防
を
図
り
、
生
き
が
い
の
あ
る

自
立
し
た
生
活
を
支
援
す
る
拠
点
と
し

て
整
備
し
て
い
た
「
白
石
市
介
護
予
防

セ
ン
タ
ー
」
が
完
成
し
、
３
月
30
日
に

落
成
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
は
、
軽
運
動
室

や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
な
ど
を
備
え
、
健

康
増
進
の
た
め
の
各
種
教
室
や
体
力
測

定
の
た
め
の
設
備
を
設
け
て
い
ま
す
。

●
７
月
か
ら
各
種
教
室
・
講
習
を
実
施

詳
細
は
６
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

市
で
は
、
７
月
か
ら
こ
の
施
設
を
使

用
し
て
各
種
教
室
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
機

器
の
講
習
会
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

詳
し
く
は
、
施
設
概
要
と
合
わ
せ
て
６

月
号
の
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

M
健
康
推
進
課
0
２
２
―
１
３
６
２

■
課
税
台
帳
の
閲
覧

【
閲
覧
で
き
る
方
】

①
固
定
資
産
の
所
有
者
・
納
税
義
務
者

②
①
の
方
と
同
居
し
て
い
る
親
族
の
方

③
①
の
方
か
ら
の
委
任
状
を
持
参
の
方

④
納
税
管
理
人

⑤
法
人
か
ら
の
委
任
状
を
持
参
し
た
方

⑥
貸
借
権
・
地
上
権
等
の
権
利
者
の
方

⑦
借
地
借
家
人

⑧
資
産
の
処
分
権
を
持
つ
方

※
⑥
⑦
⑧
の
方
は
、
権
利
を
確
認
で
き

る
書
類
が
必
要
で
す
。

●
手
数
料

１
件
２
０
０
円
（
た
だ
し

①
〜
⑤
の
方
が
、
４
月
１
日
〜
５
月
31

日
の
間
に
行
う
閲
覧
は
無
料
で
す
）

■
固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

平
成
16
年
度
の
価
格
比
較
の
た
め
、

土
地
・
家
屋
の
所
在
地
番
、
地
目
、
地

積
、
床
面
積
、
価
格
な
ど
が
登
録
さ
れ
、

無
料
で
縦
覧
で
き
ま
す
。

●
縦
覧
で
き
る
方

固
定
資
産
税
の
納

税
者
（
税
額
が
発
生
し
な
い
方
は
対
象

外
）、
納
税
者
か
ら
委
任
さ
れ
た
方

●
縦
覧
期
間

４
月
１
日（
木
）か
ら
５

月
31
日（
月
）ま
で
。（
土
・
日
、
祝
日

を
除
く
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

※
閲
覧
・
縦
覧
い
ず
れ
の
場
合
も
、
本

人
確
認
の
た
め
免
許
証
、
保
険
証
な
ど

の
身
分
を
証
明
で
き
る
も
の
、
ま
た
は

納
税
通
知
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

M
税
務
課
固
定
資
産
税
係

0
２
２
―
１
３
１
３

市
の
審
議
会
な
ど
の

公
開
指
針
を
定
め
ま
し
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白石市スポーツセンター（旧勤労者体育センター）使用料 

休 館 日：12月29日から１月３日まで 
申し込み：使用希望日が属する月の３カ月前の月の初日から 
　　　　　（例：７月５日に使用したい場合は、４月１日から受付開始） 

円 

 
区分

 コート 使　用　料 

  区　分 8:30～12:00 12:00～17:00 17:00～21:00 全　日  

 
一般

 半面 500 750 1,000 2,000  

  全面 1,000 1,500 2,000 4,000  




